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令 和 ２ 年 ８ 月

日向市農業委員会定例総会議事録

令和２年８月３１日 （月）
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令和２年８月農業委員会定例総会議事録

令和２年８月農業委員会定例総会を令和２年８月３１日（月）午後３時から

日向市役所 第１・２・３委員会室において開催する。

農業委員の出欠

出 席 委 員（１４名）

１番 股 野 満 男 ２番 細 川 豪 邦

３番 黒 木 耕 作 ４番 治 田 健

５番 那 須 成 章 ６番 鈴 野 淺 夫

７番 松 木 親 則 ８番 甲 斐 英 教

９番 山 本 孝 志 １０番 溝 口 秀 樹

１１番 海 野 善 文 １２番 寺 原 勝

１３番 安 藤 嘉 弥 １４番 田 原 千 春

欠 席 委 員（なし）

農地利用最適化推進委員の出席者

出 席 委 員（なし）

事務局出席者

事 務 局 長 黒 木 秀 樹 事務局長補佐 斧 由 美

農 地 係 長 野 別 浩 三
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日程第１ 議事録署名者の指名

２番 ８番

日程第２ 議案第４１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

議案第４２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

議案第４３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による利用権設定に係

る農業委員会の決定について

議案第４４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による所有権移転に係

る農業委員会の決定について

議案第４５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による中間管理事業に

係る農業委員会の決定について

議案第４６号 非農地証明願いについて

議案第４７号 農地のあっせん申出について

議案第４８号 農地法第１８条の規定による許可申請について

報告第２７号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出について

報告第２８号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について

報告第２９号 農地用途変更届出について

報告第３０号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について

報告第３１号 農地中間管理事業に伴う配分計画について

報告第３２号 取下書について

報告第３３号 取消願について

その他
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以上、会議の顛末を記し、記録に相違ないことを認めここに署名する

会 長 印

２ 番 印

８ 番 印
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議事録

開 会 午後３時００分

議長

事務局

議長

議長

事務局

議長

８番委員

それでは、ただいまから令和２年日向市農業委員会８月定例総会を開会いた

します。

なお、いつも言っておりますが、携帯電話の電源を切るかマナーモードに設

定をお願いいたします。次に、私語を慎んでください。また、発言される際

は、議席番号を言ってから発言してください。議事録作成に支障を来しますの

で、よろしくお願いいたします。

まず、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員に２番

委員、８番委員を指名します。どうぞよろしくお願いします。

次に、日程第２、議案審議に入ります。

まず、議案第４１号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」

であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

議案の説明に入る前に、若干議案の説明から審議決定までの流れについて説

明をいたしますので、会長休憩を少しとってください。

それでは一旦休憩いたします。

（休 憩）

それでは、再開いたします。

では、事務局より説明を行います。

議案第４１号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」。

お手元の資料の２ページ目をご覧ください。また、申請位置図が３ページに

ついていますので、位置の確認も同時に行ってください。

土地の所在地は、日向市大字平岩、地目が畑、登記面積が２０１㎡です。申

請人の転用目的としましては、申請地に農業用倉庫を建設したいということで

したが、実際に現場に行ってみると、既に申請人がお作りになった農業用倉庫

がもう建設されておりました。事情をお聞きしたら、この申請人のご主人がか

なり昔に作ったものだということで、はっきりと何年に作ったということは分

からないということで申請人がおっしゃっていました。

ただ、これはご自分が作っていらっしゃる田とか畑に隣接する農業用倉庫で

す。また、作ったことによって周辺住民から転用することによる苦情等はこれ

まで事務局にも本人にも来ていないということでした。

農地法第４条の規定による許可申請でございまして、農地法第４条第２項の

各号には該当しないため、皆さんのご審議をよろしくお願いします。

以上です。

ありがとうございました。

それでは、番号１担当の８番委員から補足があれば説明をお願いします。

８番委員です。

８月２７日に現地の調査の立会いを行いましたけれども、特段問題はござい
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８番委員

議長

議長

事務局

ませんので、よろしくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑はござ

いませんでしょうか。

ほかにないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第４２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

議案第４２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」。

説明を始める前に、この議案につきましては取下書が出ました。

６ページの番号の３番、譲渡人から法人が土地を買って転用する案件でござ

います。

この件につきましては、譲受人から都合により取下書が本日提出をされまし

た。議案書から削除をお願いいたします。

では、５ページの１番から説明を行います。

土地の所在地は、日向市東郷町山陰で２筆です。地区的には日向市東郷町の

地区です。転用面積は畑２筆の３０２㎡です。譲渡人は日向市東郷町の方、譲

受人は大阪府の方で、このお２人は親子関係にあります。譲受人が子です。現

在譲受人は大阪に住んでいらっしゃいますが、いずれは日向に帰ってきて両親

と一緒に住みたいというご希望があるようです。そのために、今回申請地に住

宅を建築したいということです。その間、譲渡人が、譲受人が作った家の管理

をされていくということです。

権利の種類としましては贈与による所有権移転、転用目的は住宅建築です。

申請地周辺は住宅地が広がっており、この転用によって周辺の農地に与える影

響はありません。

また、汚水排水については、農村集落排水がこの地区は完備されております

ので、そちらの集落排水に接続し排水をしていきますので、汚水排水が農地に

流れることもございません。また、雨水については、地下浸透や、既設の側溝

に流していきます。

農地法第５条の規定による許可申請でございまして、農地法第５条第２項の

各号には該当しません。

続きまして、２番、土地の所在地が日向市大字平岩で全５筆、田の合計が５

筆で１，１３６㎡です。譲渡人が、日向市大字平岩の方、譲受人が日向市大字

財光寺の方です。譲受人におかれましては、日向市内で塗装業を営まれていま

す。今現在、塗装のための資材がご自宅に置かれておりますが、手狭となった

ために資材置き場を探していたところ、譲渡人からこの土地を売ってくれると

いうことで話があったため今回申請に及びました。権利の種類は売買による所

有権移転です。転用目的は資材置き場です。

先日、担当委員と一緒に現地調査に行ってきましたが、今回資材を置きます

ので、汚水や排水が出ることはございません。また雨水については、地下浸透

していきますので、周辺の農地に与える影響はないものと思われます。

農地法第５条第１項の規定による許可申請でございまして、農地法第５条第
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事務局

議長

６番委員

議長

８番委員

議長

議長

事務局

議長

２項の各号には該当しないため、以上、１番、２番とも皆さんのご審議をよろ

しくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、番号１担当の６番委員から補足があれば説明をお願いします。

６番委員です。別に問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号２担当の８番委員から補足があれば説明をお願いします。

８番委員です。別に問題ございません。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑はござ

いませんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第４３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

利用権設定に係る農業委員会の決定について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

議案第４３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委

員会の決定について」。

今回、案件が１１ページから６０ページまであります。番号にして１番から

５８番、一括して提案させていただきます。

今回、このように大量の申請が出てきたことについて、国の高収益次期作支

援交付金の申請に関わるものです。このほとんどは、全てと言ってもいいんで

すけれども、農業委員会に届出をせずに農地を借りて使っていたものです。そ

のため、次期作支援交付金を受けるときには、農業委員会の利用権設定をし

て、契約をちゃんと法に基づいて行うことという条件がついたために今回この

ように大量の申請が出てきました。

６０ページにまとめが書いておりますが、合計で１３３筆、田が１１８筆の

１４万８，４８４㎡、畑が１５筆の２万５，４１９㎡、合計の１７万３，９０

３㎡です。利用権設定でこのように大量のものが出てきたことはこれまでござ

いませんでした。

しかし、全て利用権の設定を受ける者と利用権の設定をする者にお話を聞

き、双方から利用権設定のための契約の印鑑をいただいております。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による申請でございまして、

申請内容につきましては、面積や、また賃借料、また期間についても全て適正

なものだと思っております。

皆さんのご審議をよろしくお願いします。

ありがとうございました。
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議長

９番委員

議長

８番委員

議長

６番委員

議長

４番委員

議長

１０番委員

議長

１２番委員

議長

７番委員

議長

議長

それでは、番号１及び番号５８担当の９番委員から補足があれば説明をお願

いします。

９番委員です。特にありません。

ありがとうございました。

次に、番号８から１０及び番号２５、２６、５５、５６担当の８番委員から

補足があれば説明をお願いします。

問題ございません。

ありがとうございました。

次に、番号１７担当の６番委員から補足があれば説明をお願いします。

別に問題ありません。

ありがとうございました。

次に番号１８から２０担当の４番委員から補足があれば説明をお願いしま

す。

４番委員、別にありません。

ありがとうございました。

次に、番号２４担当の１０番委員から補足があれば説明をお願いします。

１０番委員、特にありません。

ありがとうございました。

次に、番号２７から５４担当の１２番委員から補足があれば説明をお願いし

ます。

１２番、異常ありません。

ありがとうございました。

次に、番号５７担当の７番委員から補足があれば説明をお願いします。

７番委員です。問題ありません。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑はございませんで

しょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第４４号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

所有権移転に係る農業委員会の決定について」であります。
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議長

事務局

議長

９番委員

議長

議長

事務局

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

議案第４４号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による所有権

移転に係る農業委員会の決定について」です。

６２ページをご覧ください。

番号の１、所有権の移転を受ける者は日向市大字塩見の方、所有権の移転を

する者が日向市大字塩見の法人です。所有権移転をする土地は、日向市大字塩

見の計５筆です。面積が畑５筆の合計１，２７１㎡です。今回、所有権の移転

をする者から移転を受ける者に贈与となったことについては、既に移転をする

者は法人として活動を行っておりません。そのため、その代表者から相談があ

りまして、持っている農地について自分に所有権を移転をしたいということで

申出があったため今回の申請となりました。

所有権の移転を受ける者におかれましては、日向市で農業者の認定を受けて

いる農家で、現在ミカン等の果樹を精力的に経営されております。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による申請でございまして、

同法第１８条第２項の各号には該当しないため、皆さんのご審議をよろしくお

願いします。

ありがとうございました。

それでは、番号１担当の９番委員から補足があれば説明をお願いします。

９番委員です。問題ないと思います。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑はございませんで

しょうか。

ほかにないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第４５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

農地中間管理事業に係る農業委員会の決定について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

議案第４５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農地中

間管理事業に係る農業委員会の決定について」です。

資料につきましては、６６ページから８１ページまでをご覧ください。

番号が１番から３６番まであります。これらは全て農地の中間管理事業で利

用権設定を行うものです。場所は全て日向市大字平岩の基盤整備地区内でござ

います。

今回、土地の地番や字名が書いていなかったり、括弧して番号が書いてある

のは、これは現在基盤整備中でございまして、まだ地番が正式に換地されてい

ないため、このような仮換地の地番の記載となりました。

そして、全て土地につきましては、中間管理事業者である公益社団法人宮崎

県農業振興公社が賃貸借権等で借りるものです。その全ては、ほとんどは１０
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事務局

議長

議長

事務局

議長

事務局

年間もしくは一部５年間という契約となっております。

この後、報告事項でこの土地につきまして担い手への配分の報告もございま

すので、併せてまたご覧ください。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による申請でございまして、

農業経営基盤強化促進法第１８条第２項の各号には該当しないため、皆さんの

ご審議をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はございません

でしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第４６号「非農地証明願について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

議案第４６号「非農地証明願について」です。

資料の８３ページをご覧ください。

この案件につきましても、本日、取下書が提出されました。したがって、議

案から削除をお願いします。

申請人から、都合により非農地証明願については取り下げをしたいという申

出があったため、今回議案から削除をお願いいたします。

以上です

ありがとうございました。

それでは次に、議案第４７号「農地のあっせん申出について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

議案第４７号「農地のあっせん申出について」説明いたします。

まず、番号の２から、申出人は、日向市大字富高の方です。この方、認定新

規就農者になりまして、日向市大字塩見で施設野菜を現在経営されておりま

す。もう去年ぐらいからご相談を受けているんですが、どうしても今現在のハ

ウスだけでは運営が難しいということで、さらに増棟したい。さらに敷地を広

げたいということで、この２つの土地について買いたいと、買収のあっせんを

してほしいということでご相談があっております。

農業委員会としましても、認定農業者、認定新規就農者が農地を集積してい

くことについては推進している立場でございますので、この塩見の２筆につい

ては、それぞれあっせんをしていきたいと思っております。

まだ土地の所有者には正式に買収のお願いとかはしておりませんので、今回

あっせん委員が決まったら、あっせん委員と一緒に土地の所有者と一緒に農地

の売買ができるようにまとめていきたいと思っております。

あっせんにつきましては、土地が日向市の塩見でございますので、担当の９

番委員、１６番委員をあっせん委員として提案したいと思います。

続きまして、番号の３、申出人が、日向市亀崎の方、この方は今現在会社員
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４番委員

議長

事務局

をされておりますが、近々会社を辞めて果樹の露地もの、ハウスじゃなくて、

それを日向市内で始めたいという考えがあるそうです。会社を辞めてからでは

なかなか農地を見つけるのに時間がかかるということで、今のうちに探してお

きたいということで申出があっております。

場所については、まだ地番や場所についてはっきりと決まっているわけでは

ございません。ただ、本人としては主に財光寺地区で、または富高、塩見、日

知屋地区で見つかればよいということでした。地目は、この果樹が植えられれ

ば田でも畑でも大丈夫ですと。面積につきましては２，０００から３，０００

㎡を考えているそうです。

果樹のことを若干聞いたんですが、日向市内で露地でもできるんですかと聞

いたんですが、自分が植える品種は寒冷地じゃ駄目ですけれども、日向市のよ

うな温暖な地域で氷点下にならなければ育つということでした。

また、皆さんがスーパーで見られるような１玉１００円とか百何十円とかと

いう品ではなくて、宮崎空港辺りで１，０００円とか２，０００円で売ってい

る、ああいう高級品を作っていきたいということでお話が上がっております。

この方については、農地は買うのではなくて、借入れをしたいということで

お話が上がっています。

そして、事務局からのあっせん委員の提案ですが、主に財光寺ということで

したので、４番委員、また、今回財光寺の推進委員が選ばれておりますが、さ

すがにやっぱりまだ推進委員になったばっかりで、あっせんというのはなかな

か難しいと思いましたので、これまであっせんの経験のある、また以前財光寺

の比良地区も担当していた１５番委員を提案したいと思っております。

ただ、このあっせんにつきましては、あくまでも事務局からの提案でござい

ますので、皆さんから、これではなくて、やはりもっとふさわしい方がいる、

もっと違う人がいいということであれば、どうぞ自由にご議論ください。これ

はあくまでも案ですので、変えていくのは大丈夫です。

以上提案を終わります。お願いします。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、質問等はございま

せんでしょうか。

あっせん委員、大丈夫でしょうかね。よろしいですか。

何かあれば。

４番委員、何か不安な点があれば。

この果樹の露地栽培というのはちょっと想像できなくて、どういう、ぬかり

田でもいいのか。そういったのをはっきりさせてもらわないと探しようがな

い。

事務局どうぞ。

全くおっしゃるとおりだと思います。

また、私も提案して、４番委員をお願いしますと言っていますが、これをこ

のまますぐに進めるわけにはいきませんので、もしこれが決まれば、一度４番

委員と１５番委員には申出人にお会いになって、十分にお話をして、それから

進めていっていいと思っています。私が聞いている範囲では、ぬかっている田

ではできないそうです。ただし、だからといって水が要らないわけじゃなく

て、水は要るそうです。だから難しいですね。ぬかっている田じゃ駄目だけれ

ども水は要るということを言っていましたので、なかなかそういった土地につ

いて適地があるかどうか。また、ここで問題になるのは、買うんじゃなくて借
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事務局
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議長

番委員

事務局

議長

９番委員

議長

りますので、２０年、３０年という長い期間で借りることになります。そうし

た場合、やはりこの方が品目をやめるときに、ちゃんと元の農地に戻せるかど

うかというところも十分に話をして、そういったことも契約条項の中に入れて

いかないといけないと思っております。なので、またその際はどうぞよろしく

お願いします。

了解しました。

ほかに質問ございませんか。

受付番号３ですけれども、申出人、現在会社員ということですが、農業の経

験とか、農地を取得するのに５反以上ですか、その辺の資格というのはどんな

になっているんですか。

事務局です。

ご質問についてお答えいたします。

現在、会社員をされております。農業の経験というのは全くないということ

ではないそうです。もともとご実家が入郷の諸塚辺りの方で、そちらにも幾ら

かの農地を持っているということですが、日向市内では実際にこの果樹を植え

ているわけではございません。ただし、植えるための準備を自分が持っている

宅地にポットで苗づくりをしておりまして、もう四、五年がたっているそうで

すが、その苗を植える場所を現在探しているということでした。

続いて、皆さんご存じのとおり、農地を買う場合には５０ａの、もしくは４

０ａの下限面積の要件というのがございます。なので、このままでは申出人は

農地を借りることはできませんが、ただし、もし作る農地が見つかり、その所

有者の方が貸してもいいということになり、この方が会社員を辞めた後には、

辞める前にちょっと手続とか相談とかしていきますが、認定新規就農者という

形で認定を受けてもらえば、この面積の２０ａ、３０ａでも利用権設定をする

ことは可能です。だから、農地法の３条では、とか会社員では、この方は農地

は借りられませんが、辞めた後だったら利用権設定で借りることは可能だと思

っております。

よろしいでしょうか。

ほかにございませんでしょうか。

９番委員、何か聞いておくこととかなかったですか。

９番委員です。

この番号２の申出人のところは、自分この申出人と仲よくしているので、こ

のことは分かっているんですけれども、この番号３の申出人がどこまでその果

樹に対して知識があるのかというのがやっぱり一つ心配なのと、この果樹はＡ

パターンとＢパターンで開花が決まっているんですよ。だから、そこら辺の知

識と海べたで作っているところはあるんですけれども、愛媛県とか、そこら辺

とか行って見ているのかなと思って、あと鹿児島にも一部作っているとこはあ

るんですよ。どこら辺まで、いざ貸したはいいが、その場所が悪かったから全

滅したと言われても何かまたあれじゃないと思いながら。一つこれもちょっと

心配ですね。みんなが知っているものならいいんですけれども、まだ全然確立

されていないところの分野なんで、露地は。今、宮崎で出荷しているものはハ

ウスばっかりです、

ありがとうございました。
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議長

議長

事務局。

事務局です。

事務局も申出人からそういった詳細なお話、申出人がどれぐらいの技術、技

量をお持ちなのか、そこについてまだはかりかねています。そういったところ

も含めて、４番委員、１５番委員、両委員にどれほどの技術知識があるのかを

はかっていただきたい。それも含めてあっせん委員にお願いしたいと思ってお

ります。そういった提案でございます。

以上です。

ありがとうございました。

ほかにございませんでしょうか。

それでは、ないようですのでお諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第４８号「農地法第１８条の規定による許可申請について」であ

ります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

議案第４８号「農地法第１８条の規定による許可申請について」です。

８８ページをご覧ください。

番号の１、貸人から日向市が農地を借りていた件につきまして、今回合意解

約が出ております。

場所については、日向市大字平岩の田で４筆の７２５㎡です。

これにつきましては、平成２３年とか２４年当時に、まだ日向市大字平岩の

地区内で基盤整備が始まる前の話ですが、やはり基盤整備が終わった後、裏作

で何ができるかということで、実験的な作物を日向市が行おうとしたこの土地

です。

その後、実験は終了したんですが、農地法の３条で契約したためにそのまま

ずっと契約が自動継続で残っていた案件です。

今回、基盤整備を進めていく中で、この土地の契約が残っているということ

が分かりまして、双方に確認したところ、もう既に農地は返している、農地は

使っていないということが確認ができましたので、今回、合意解約の新設とな

りました。皆さんのご審議をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、皆さん質問、質疑

等はございませんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。
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以上をもちまして議案の審議を終了いたします。

続きまして、報告第２７号から第３１号について、事務局長から報告をお願

いします。

それでは、日向市農業委員会事務局規程による受理通知書の交付について、

ご報告申し上げます。

まず、報告第２７号「農地法第４条第１項第７号の規定による届出につい

て」であります。

議案書では８９ページでございます。

届出の件数は２件、土地は畑３筆で、面積は４８３㎡でございます。主に公

衆用道路、それと住宅への転用でございます。内訳は９１ページに記載してお

ります。

続きまして、報告第２８号「農地転用届出について」でございます。

議案書では９２ページ以降です。

届出の件数は１５件、土地は、田が３筆、畑１８筆で、面積は合計で５，３

３３㎡でございます。転用目的につきましては駐車場、住宅などでございま

す。

次に、報告第２９号「農地用途変更届出について」であります。

議案書では１００ページでございます。

届出の件数は１件で、畑の中の５４㎡の部分、この部分だけを倉庫に使うと

いうものであります。記載の中で、総合計のところの「５２」㎡という記載が

ありますが、これは「５４」の間違いですのでご訂正お願いします。

続きまして、報告第３０号「農地法第３条の３第１項の規定による届出につ

いて」でございます。

これは相続による農地の権利取得の届出でございます。

議案書では１０１ページになります。

次に、報告第３１号「農地中間管理事業に係る農地配分計画について」であ

ります。

議案書では１０５ページです。

先ほど、事務局からも説明がありましたが、主に平岩地区の農地配分が行わ

れております。全部で２５件、５０筆、６万２４０㎡の農地配分が行われてお

ります。

報告第３１号、別紙、別冊、これをご覧ください。

次に、報告第３２号「取下書について」でございます。

６月の定例総会にて可決されました議案、第３１号の３、おがくず製造工場

の事業場の案件でございます。この総会で可決した後、県の農業会議常設審議

委員会で審議することになっておりましたが、取下願が提出されております。

次に、報告第３３号「取消願について」でございます。

１０９ページです。

裏面の取消願のコピーがついておりますが、７月の定例総会で報告第１５号

の８、譲渡人両氏から、有限会社橋口電装への転用の案件でございます。譲渡

人から取消願が提出されたものでございます。

以上、ご報告申し上げます。

ありがとうございました。

ただいまの報告につきまして、ご意見、ご質問等はございませんでしょう

か。

ほかにないようですので、これをもちまして全ての会議の日程を終了します

とともに、議長の任を解かせていただきます。

本日は、ご協力ありがとうございました。


